
- 1 -

■■■■資格審査基準及資格審査基準及資格審査基準及資格審査基準及びびびび条件条件条件条件

県内建設業者の格付けについては、下記 及び条件に基づき「奈良県建設工事等競争入札参加資格審査会(以下｢審査会」『『『『格付格付格付格付けけけけ基準表基準表基準表基準表』』』』

という 」において決定します。。）＜＜＜＜格付格付格付格付けけけけ基準表基準表基準表基準表（（（（県内建設業者県内建設業者県内建設業者県内建設業者）＞）＞）＞）＞
等級 評定事項 土木一式工事 建築一式工事 舗装工事

Ａ等級の基準を満たし、かつＡＡＡＡ１１１１

ｸﾞﾙｰ 総 評 定 点 １０００点以上ﾌﾟ
技術職員数 １５名以上（うち１級技術者５名以上の１年以上の常時雇用）
総 評 定 点 ９００点以上 ９００点以上 ８５０点以上ＡＡＡＡ

資 本 金 ４,０００万円以上 ４,０００万円以上 ２,０００万円以上

技術職員数 ７名以上 ７名以上 ３名以上(うち１級技術者３名以上の１年以上の (うち１級技術者３名以上の１年以上の (うち１級技術者１名以上の１年以上、常時雇用) 常時雇用) １級又は２級の舗装施工管理技術者(※）の１年以上の常時雇用）
許可の種別 特定建設業 特定建設業 特定建設業

昇 級 条 件 直前２年間Ｂ 直前２年間Ｂ 直前２年間Ｂ

総 評 定 点 ８００点～８９９点 ８００点～８９９点 ７５０点～８４９点ＢＢＢＢ

資 本 金 ２,０００万円以上 ２,０００万円以上

技術職員数 ３名以上 ３名以上 ２名以上（うち１級技術者１名以上の１年以上の （うち１級技術者１名以上の１年以上の常時雇用） 常時雇用）許可の種別

昇 級 条 件 特定建設業 特定建設業

直前２年間Ｃ 直前２年間Ｃ

総 評 定 点 ７００点～７９９点 ７００点～７９９点 ７４９点以下ＣＣＣＣ

技術職員数 ２名以上 ２名以上 １名以上（２級以上の技術者１名以上を含む） （２級以上の技術者１名以上を含む）
昇 級 条 件 直前２年間Ｄ 直前２年間Ｄ ※「舗装管理技術者」＝財団法人道路ＤＤＤＤ 総 評 定 点 ６００点～６９９点 ６００点～６９９点 保全技術センターに登録された者技術職員数 ２名以上 ２名以上

総 評 定 点 ５９９点以下 ５９９点以下ＥＥＥＥ

技術職員数 １名以上 １名以上

※技術職員は、それぞれの格付け対象業種において、建設業許可に必要な技術者要件を満たしている者に限ります。

１ は、別紙に定める『客観的要素（経営事項審査の総合評定値（Ｐ 』と『主観的要素』により算定します。『『『『総評定点総評定点総評定点総評定点』』』』 ））

２ 『客観的要素』の算定に用いる総合評定値（Ｐ）通知書の審査基準日（以下 「審査基準日」という ）は、平成２０年１０月１日から、 。

承継等承継等承継等承継等のためのためのためのため審査基準日審査基準日審査基準日審査基準日がががが、、、、当該期間以降当該期間以降当該期間以降当該期間以降となるとなるとなるとなる場合場合場合場合にはにはにはには、、、、入札参加資格申請入札参加資格申請入札参加資格申請入札参加資格申請までにまでにまでにまでに経営経営経営経営平成２１年９月３０日までのものとしますが、

事項審査事項審査事項審査事項審査のののの申請申請申請申請をををを行行行行いいいい、、、、申請申請申請申請をををを受理受理受理受理されていることがされていることがされていることがされていることが必要必要必要必要ですですですです。。。。

審査基準日及審査基準日及審査基準日及審査基準日及びびびび入札参加資格申請時点入札参加資格申請時点入札参加資格申請時点入札参加資格申請時点においてにおいてにおいてにおいて格付格付格付格付けけけけ要件要件要件要件をををを評定事項のうち「資本金」､「技術職員数」､「許可の種別」については、

ことが必要です。満満満満たしているたしているたしているたしている

、 、 。３ 前回格付けより 等級要件が２等級以上昇級する者は１等級の昇級に留めますが 降級する者は該当する等級に降級するものとします

ただしただしただしただし、、、、前回前回前回前回のののの格付格付格付格付けがけがけがけが２２２２等級以上等級以上等級以上等級以上のののの降格降格降格降格したしたしたした者者者者についてはについてはについてはについては、、、、要件要件要件要件をををを満満満満たせばたせばたせばたせば降格前等級降格前等級降格前等級降格前等級にににに復帰復帰復帰復帰することをすることをすることをすることを認認認認めますめますめますめます。。。。

４ 初めて奈良県建設工事入札参加資格審査申請書を奈良県に提出した者は、最下位等級を原則とします。

なお、前回（平成２０・２１年度）の通常申請をしなかった者で、前々回（平成１８・１９年度）の格付けにおいて等級を受けた者に

ついては、その時の等級より して格付けます。１１１１等級以上降級等級以上降級等級以上降級等級以上降級

５ 国土交通大臣の特別認定者は、認定された業種に限り１級技術者として取り扱うこととします。

６ 公共工事に係る施工技術の確保のため、各業種Ａ等級及び土木Ｂ、建築Ｂの者は、１級技術者及び国土交通大臣特別認定者の１年以上

の常時雇用を確認します。

この について確認します。１１１１年以上年以上年以上年以上のののの常時雇用常時雇用常時雇用常時雇用はははは、、、、格付格付格付格付けけけけ対象対象対象対象となるとなるとなるとなる審査基準日審査基準日審査基準日審査基準日までのまでのまでのまでの１１１１年間年間年間年間

審査基準日及び入札参加資格申請時点で技術職員数要件を満たしている場合でも、この１年以上の常時雇用が確認できない場合には、

Ａ等級及びＢ等級の資格を認めません。

７ 上位の格付け基準を満たしている範囲で します。希望希望希望希望するするするする等級等級等級等級へへへへ格付格付格付格付けけけけ

「Ａ「Ａ「Ａ「Ａ１１１１グループグループグループグループ」」」」としとしとしとし８ 土木一式Ａ等級業者のうち 「Ａ１グループ」は、上記の格付け基準表においてＡ１の基準を満たしたうえで、 、

とします。てのてのてのての位置付位置付位置付位置付けをけをけをけを希望希望希望希望するするするする者者者者

「Ａ１グループ」に位置付けを希望する者については、毎年度、全ての基準を満たしていることを確認します。

９ 各等級（Ａ１グループ含む ）の評定事項（技術職員数（常時雇用 、許可の種別及び資本金。但し、総評定点を除く ）に係る基準。 ） 。

（以下 「格付け要件」という ）は、次回の格付けまで満たしていることが必要です。、 。

なおなおなおなお、、、、格付格付格付格付けけけけ要件要件要件要件をををを満満満満たさなくなったたさなくなったたさなくなったたさなくなった場合場合場合場合はははは、、、、報告報告報告報告しなければなりませんしなければなりませんしなければなりませんしなければなりません。。。。

この場合には、該当する等級に降格するものとします。

２２２２ヶヶヶヶ月以内月以内月以内月以内にににに退職退職退職退職したしたしたした技術者技術者技術者技術者とととと同等以上同等以上同等以上同等以上のののの資格等資格等資格等資格等をををを有有有有するするするする技術者技術者技術者技術者１０ 技術者の常時雇用について、技術者が退職した場合は退職した日から

です。をををを新新新新たにたにたにたに雇用雇用雇用雇用することがすることがすることがすることが必要必要必要必要

ただし、建設業法で期日が定められている専任技術者等については、法に定められた期限までに届け出る必要があります。
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別紙
総 評 定 点 算 定 基 準総 評 定 点 算 定 基 準総 評 定 点 算 定 基 準総 評 定 点 算 定 基 準

客 観 的 要 素 判 定 基 準客観的要素の評定は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３に定める建設業者の経営事項審査に基づいて行う。
主 観 的 要 素 判 定 基 準主観的要素の評定は、平成２２・２３年度の格付けから次の項目について行う。格付け評価対象期間：平成２０年１月１日から平成２１年１２月３１日までの期間（但し、信用度等の表中３～６及び８については除く）１ 工事成績（１）格付け評価対象期間（※）に竣工した次の種類の県発注の建設工事（以下「建設工事」という ）の工事成績の平均点(小数点以下切り捨て)により、下表。のとおり区分して評定する。○建設工事の種類：土木一式工事／建築一式工事／舗装工事工事成績 ～59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76～評 定 点 1点に付き－10点 -30 -20 -15 -10 -5 0 0 0 0 0 0 5 10 15 20 30 1点に付き＋10点ただし、上限は１３０点（工事成績８５点以上 、下限は－９０点（工事成績５４点以下）とする。）※工事成績については、評価対象期間は平成１８年１月１日～平成２１年１２月３１日（４年の平均点）（２）前期の評定は、請負金額が１件５００万円以上（消費税込み）の工事について行う。特定ＪＶにおける工事も対象とする。２ 信用度等 項 目 評定点１ 格付け評価対象期間において指名停止措置を受けた者指名停止期間が１ヶ月に付き△５点。ただし、下限は△１２０点（２４ヶ月以上）とする。 下限１ヶ月未満は切り捨てとする （１ヶ月と１５日の場合は、１ヶ月以下とし△５点） △１２０。２ 表彰等(1) 格付け評価対象期間に建設業界の発展に貢献したこと等により、叙勲又は褒章を受けた者及びその者が代表する法人並びに ４０国土交通大臣等、又は奈良県知事の表彰を受けた法人（代表者が表彰を受けた場合も含む ）若しくは個人。ただし、加点 （１件）。は８０点を限度とする(2) 奈良県発注工事において、工事成績が優秀で奈良県から表彰を受けた者ⅰ 奈良県知事 ３０ⅱ 土木部長 ２０ⅲ 土木事務所長等 １０３ ＩＳＯ認証取得者（入札参加資格審査申請時点）(1) ＩＳＯ９００１、またはＩＳＯ９００２の認証取得者 ２０(2) ＩＳＯ１４００１の認証取得者 １５４ 工事用機械器具（※１）を保有している者について、４０点を限度とし加点する 上限 ４０５ 技術職員数（※２） 上限１５０格付け基準以上の技術職員１名に付き１０点。ただし、加点は１５０点を限度とする６ 労働福祉の状況（※３）退職一時金制度と企業年金制度の両方を導入している場合 ２０７ 地域でボランティア活動を行い、地方公共団体もしくは公益法人から表彰等を受けた者(※４) １５８ 常用労働者である障害者を雇用している場合なお、法律により、障害者雇用状況報告書の提出が義務づけられている場合には、法定雇用率を達成していること（※５） ２０◇上表において、評定点の前に△があるものは減点数、その他は加点数です。※１：客観的要素判定基準の対象となる経営規模等評価申請書添付書類の財務諸表の貸借対照表中、有形固定資産の「機械・運搬具」及び「工具器具・備品」欄の減価償却後の合計額１００万円につき１点を算定します（小数点以下切り捨て 。）※２：審査基準日がH20.10.1～H21.9.30である総合評定値通知書の技術職員数が、前回の格付け基準以上の雇用に対して加点します。※３：H20.4.1以降の経営事項審査制度では、退職一時金制度若しくは企業年金制度のいずれかを導入していれば加点対象となったため、その両方を導入している場合に加点対象とします。※４：建設業者の特性を活かした活動に対して、格付け評価対象期間中に表彰や感謝状等を受けている場合に加点対象となります。２つ以上の表彰を受けている場合であっても、１つのみを算定します。※５： 障害者」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第２条に定める「身体障害者 「知的障害者」又は「精神障害者」をいいます。なお 「常用労働「 」、 、者」とは、１年以上継続して雇用されている労働者をいいます。
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格 付格 付格 付格 付 けけけけ 基 準基 準基 準基 準 のののの 改 正 点改 正 点改 正 点改 正 点

土木一式工事

等級 評定事項 平成２２・２３年度（今回） 平成２０・２１年度（前回）

Ａ等級の基準を満たし、かつ Ａ等級の基準を満たし、かつＡＡＡＡ１１１１

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 総 評 定 点 １０００点以上 ９８０点以上

技術職員数 １５名以上（うち１級技術者５名以上の１年以上の常時雇用） （うち１級技術者５名以上の１年以上の常時雇用）
総 評 定 点 ９００点以上 ８５０点以上ＡＡＡＡ

資 本 金 ４,０００万円以上 ４,０００万円以上

技術職員数 ７名以上 １０名以上(うち１級技術者３名以上の１年以上の常時雇用) (うち１級技術者３名以上の１年以上の常時雇用)
許可の種別 特定建設業 特定建設業

昇 級 条 件 直前２年間Ｂ 直前２年間Ｂ

総 評 定 点 ８００点～８９９点 ８００点～８４９点ＢＢＢＢ

資 本 金 ２,０００万円以上 ２,０００万円以上

技術職員数 ３名以上 ５名以上（うち１級技術者１名以上の１年以上の常時雇用） （うち１級技術者１名以上）
許可の種別 特定建設業 特定建設業

昇 級 条 件 直前２年間Ｃ 直前２年間Ｃ

総 評 定 点 ７００点～７９９点 ７５０点～７９９点ＣＣＣＣ

技術職員数 ２名以上 ３名以上（２級以上の技術者１名以上を含む） （２級以上の技術者１名以上を含む）
昇 級 条 件 直前２年間Ｄ 直前２年間Ｄ

総 評 定 点 ６００点～６９９点 ７００点～７４９点ＤＤＤＤ

技術職員数 ２名以上 ２名以上

総 評 定 点 ５９９点以下 ６９９点以下ＥＥＥＥ

技術職員数 １名以上 １名以上

建築一式工事

等級 評定事項 平成２２・２３年度（今回） 平成２０・２１年度（前回）

総 評 定 点 ９００点以上 ８５０点以上ＡＡＡＡ

資 本 金 ４,０００万円以上 ４,０００万円以上

技術職員数 ７名以上 １０名以上(うち１級技術者３名以上の１年以上の常時雇用) (うち１級技術者３名以上の１年以上の常時雇用)
許可の種別 特定建設業 特定建設業

昇 級 条 件 直前２年間Ｂ 直前２年間Ｂ

総 評 定 点 ８００点～８９９点 ８００点～８４９点ＢＢＢＢ

資 本 金 ２,０００万円以上 ２,０００万円以上

技術職員数 ３名以上 ５名以上（うち１級技術者１名以上の１年以上の常時雇用） （うち１級技術者１名以上）
許可の種別 特定建設業 特定建設業

昇 級 条 件 直前２年間Ｃ 直前２年間Ｃ

総 評 定 点 ７００点～７９９点 ７５０点～７９９点ＣＣＣＣ

技術職員数 ２名以上 ３名以上（２級以上の技術者１名以上を含む） （２級以上の技術者１名以上を含む）
昇 級 条 件 直前２年間Ｄ 直前２年間Ｄ

総 評 定 点 ６００点～６９９点 ７００点～７４９点ＤＤＤＤ

技術職員数 ２名以上 ２名以上

総 評 定 点 ５９９点以下 ６９９点以下ＥＥＥＥ

技術職員数 １名以上 １名以上

舗装工事

等級 評定事項 平成２２・２３年度（今回） 平成２０・２１年度（前回）

総 評 定 点 ８５０点以上 ８５０点以上ＡＡＡＡ

資 本 金 ２,０００万円以上 ２,０００万円以上

技術職員数 ３名以上 ５名以上(うち１級技術者１名以上の１年以上、 (うち１級技術者１名以上の１年以上の常時雇用）１級又は２級の舗装施工管理技術者の１年以上の常時雇用）
許可の種別 特定建設業 特定建設業

昇 級 条 件 直前２年間Ｂ 直前２年間Ｂ

総 評 定 点 ７５０点～８４９点 ７５０点～８４９点ＢＢＢＢ

技術職員数 ２名以上 ２名以上

総 評 定 点 ７４９点以下 ７４９点以下ＣＣＣＣ

技術職員数 １名以上 １名以上
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■変更項目

項 目 平成２２・２３年度（今回） 平成２０・２１年度（前回）

客観的要素判定基準における

経営事項審査の総合評定値（Ｐ） 平成２０年１０月１日～平成２１年９月３０日 平成１８年１０月１日～平成１９年９月３０日

通知書の審査基準日の期間

主観的要素判定基準における 平成２０年１月１日～平成２１年１２月３１日 平成１８年１月１日～平成１９年１２月３１日

格付け評価対象期間

主観的要素判定基準

工事成績の評定点 工事成績の評価を１点きざみとし、評価割合を 工事成績の評価は５点きざみ

大きくする

対象期間：平成１８年 １月 １日～

平成２１年１２月３１日の４年間

指名停止措置 １ヶ月につき△５点（下限は△１２０点） ４段階

表彰等 業界貢献（叙勲、国土交通大臣等） ４０点 業界貢献（叙勲、国土交通大事等） ２０点

工事成績 知事 ３０点 工事成績 知事 １５点

土木部長 ２０点 土木部長 １０点

土木事務所長等 １０点 土木事務所長等 ５点

ＩＳＯ認証取得者 ９００１及び９００２ ２０点 ９００１及び９００２ １５点

１４００１ １５点 １４００１ １０点

工事用機械器具保有者 １００万円につき１点 ２００万円につき１点

職員数 格付け基準以上の技術者１名につき１０点 建設業に従事する職員１名につき１点（総合評定値通知書の建設業従事職員数）（例：前回が土木Ｂランクで技術者７名を雇用し

ている場合、土木Ｂの基準である３名を超える

４名に対して、１名あたり１０点を加点）

地域ボランティア活動 地域でボランティア活動を行い地方公共団体 地域でボランティア活動を行い地方公共団体

もしくは公益法人から表彰を受けた者 １５点 もしくは公益法人から表彰を受けた者 １０点

※建設業者としての特性を活かした活動に限定

障害者の常勤雇用 障害者を常用労働者として雇用している 障害者を常用労働者として雇用している

場合 ２０点 場合 １５点

所得税及び消費税の確定申 廃 止 △３０点

告を行っていない者

債権差押えを受けた者又は 廃 止 △１５点

債権譲渡を行った者

防災協定を締結している者 経審の評価点が大きく引き上げられたため加点対 ５点

象としない

昇格について 前回の格付けが２等級以上降格した者は、降格前 昇格は１等級を限度

等級の要件を満たせば降格前等級に復帰

（例：前々回（H18・19）＝Ａ → 前回（H20・ （例：前々回（H18・19）＝Ａ → 前回（H20・

21）＝Ｃ → 今回（H22・23）＝Ａ） 21）＝Ｃ → 今回（H22・23）＝Ｂ）

希望する等級への位置づけ 上位の格付け基準を満たしている範囲内で希望す 格付け基準を満たした等級へ自動的に格付け

る等級へ格付け

（例：Ａ等級の基準を満たしていれば、Ａ等級以 （例:Ａ等級の基準を満たしていれば、自動的に

下の希望する等級へ格付け） Ａ等級に格付け）

■追加項目

項 目 平成２２・２３年度（今回） 平成２０・２１年度（前回）

主観的要素判定基準

労働福祉の状況 退職一時金制度と企業年金制度の両方を

導入している場合 ２０点


